
公 告

次のとおり一般競争入札に付します。

令和５年11月８日

長野県警察本部長 小 山 巌

１ 入札に付する事項

(1) 件名

不用物品の売払い

(2) 品目及び数量

周波数カウンター以下19点

詳細は、入札説明書のとおりです。

(3) 引取期限

令和６年２月29日（木）

(4) 引渡場所

長野県警察本部航空隊

(5) 入札方法

価格の総額について行います。なお、落札者の決定に当たっては、入札書に

記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当該加算

した金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額）をもっ

て落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業

者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札

書に記載してください。

２ 入札に参加する者に必要な資格

次のいずれにも該当する者であることとします。

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「政令」という。）第167条の

４第１項又は財務規則（昭和42年長野県規則第２号。以下「規則」という。）第

120条第１項の規定により入札に参加することができないとされた者でないこと。

(2) 長野県の調達する製造の請負、物件の買入れその他の契約（建設工事の請負

並びに建設工事に係る測量、調査、設計及び工事監理の委託並びに森林整備業

務の請負及び委託を除く。）に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者

に必要な資格（平成30年長野県告示第588号）の「物件の買入れ」又は「その他

の契約」の等級がＢ以上に区分されている者であること。

(3) 物品購入等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領（平成23年３月25日

付け22管第285号）に基づく入札参加停止を受けている期間中の者でないこと。

(4) 長野県暴力団排除条例（平成23年長野県条例第21号）第２条第２号に規定す

る暴力団員又は同条例第６条第１項に規定する暴力団関係者でないこと。

(5) 転売目的の場合は、古物営業法（昭和24年法律108号）に定める古物商の許可

を受けていること。

３ 入札説明書の交付場所、契約条項等を示す場所及び問い合わせ先

長野市大字南長野字幅下692-2

長野県警察本部警務部会計課

電話 026(233)0110 内線 2245



４ 売却物品に関する問い合わせ先

長野県松本市空港東8901

長野県警察本部航空隊

電話 0263(58)2053

５ 物件説明会の日時及び場所

(1) 日時 令和５年11月27日（月） 午後２時

（2） 場所 長野県警察本部航空隊

※参加を希望する者は上記３の連絡先に申し込みを行うこと。

６ 入札手続等

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

(2) 入札及び開札の日時及び場所

ア 日時 令和５年12月22日（金） 午後３時

イ 場所 長野県庁西庁舎１階 入札室

(3) 郵送入札の可否

郵送による入札を認めます。

なお、郵送により入札書を提出する場合は、令和５年12月21日(木)午後５時

までに長野県警察本部警務部会計課に到達するよう送付してください。

(4) 入札者に要求される事項

この入札に参加を希望する者は、入札説明書に定める書類等を令和５年12月

８日（金）午後５時までに提出しなければなりません。この場合において、開

札日の前日までの間において必要な書類等の内容に関する照会があったときは、

入札に参加を希望する者の負担において、説明してください。

(5) 入札保証金

政令第167条の７第１項に規定する入札保証金を、別に定める期限までに納付

してください。ただし、規則第126条第２項各号に掲げる担保を提供した場合又

は規則第127 条各号に該当する場合は、納付する必要はありません。

(6) 契約保証金

政令第167条の16第１項に規定する契約保証金を、別に定める期限までに納付

してください。ただし、規則第126条第２項各号に掲げる担保を提供した場合又

は規則第143条各号に該当する場合は、納付する必要はありません。

(7) 入札の無効

規則第129条各号に該当する入札書は、無効とします。

(8) 契約書作成の要否

必要とします。

(9) 落札者の決定方法

予定価格の制限の範囲内に達した入札書であって、最高の価格をもって申込

みをした者を落札者として決定します。

７ その他

詳細は、入札説明書によります。

会 計 課


